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ない製品を購入せざるを得なくなったりと、新たな負

担を強いられる恐れがある。 
４．１．国際委員会の動向 
 日本は IEC/TC9（鉄道用電気設備とシステムの専門

委員会）の P メンバー（Participating member）であり、

委員会会議への積極的参加の義務と、投票の権利を有

している。そこで、国際委員会が開催されるにあたり、

国内の開発メーカー、鉄道事業者、第三者機関による

国内作業部会を開催、コンセンサスのとれた日本案を

作成し、国際委員会に臨んでいる。 
 国際規格では「運転情報記録装置（On-board Driving 
Data Recording System）」として審議され、IEC 62625-1
においてシステム仕様を規定し、IEC 62625-2 におい

て要求仕様を確認するための試験方法が規定される

予定である。IEC 62625-1 の審議にあたっては、欧州

原案から我が国の技術基準を満たし、最低限必要な機

能・仕様を定める規格案に修正する方向で国際審議を

進め、多くの日本案の承認を得た最終国際規格案

（FDIS）を策定、投票のため現在回覧されている。IEC 
62625-2 については、委員会原案（CD）を日本が作成

し、国際審議に取りかかり始めたところである。 
４．２．国内外における考え方の差異 
 国際審議を進めるにあたり、最も難航した点は日本

と海外の考え方の差異である。主な点を述べると下記

の通りである。 
 記録方式について、日本は前述の通り連続記録方式

を採用している。一方、海外の多くの国では、記憶容

量の削減、記録媒体への書込頻度の削減、省電力など

の理由により、イベントトリガ方式を一般的に採用し

ている。 
 また、規格に記載する数値の取扱いについては、日

本は技術的進歩を考慮して、同意されない数値は排除

する考えであるが、欧米ではできる限り数値を規定す

るという考えである。 
４．３．国際審議での議論  
 ４．２．で述べたように、日本の基本的なスタンス

は、各国間で同意のとれない数値は削除する方針であ

ったが、欧米の抵抗により最小限の数値は認めること

となった。国際審議において特に議論となった項目に

ついて述べる。 
 ①最小記録間隔について、日本方式は書込頻度を抑

える工夫として、最小記録間隔をそのままに、複数デ

ータを一度に書込むことで書込頻度の低減を図って

いる。しかし、その書込頻度を見て、「日本の最小記

録間隔は長すぎる」との誤解を生んだが、丁寧に説明

して誤解を解き、日本方式を併記することとなった。 
 ②記録項目については、各国が現状記録している

様々な項目や数値が提案されたが、「時刻および日

付」「列車速度」「列車位置」「安全運行に関わる運転

士の指令」「列車運転に関わる安全機能の作動状態」

の 5 項目に集約された。安全機能として BC 圧が挙が

ったが、BC 圧を直接測定することは難しいため、ブ

レーキコマンド指令への変更を提案し、反映された。 
 ③日本において認められている測定データの上書

きと、記録媒体の取り外しについては、海外において

認められていない場合が多いため、併記することとな

った。ただし、日本からの提案により、故障等の場合

はどのような形態でも取り外せることとした。 
 ④事故の際に記録媒体を防護するための保護性能

は、最も意見が割れた項目である。国によっては列車

全体の水没などを考慮しているため、基準がまちまち

であった。日本は 1 編成への 2 台設置、あるいは設置

位置の工夫による防護も可能と主張したが、最終的に

日本案を含めた複数案から選択する形式で決着した。 
 以上、個々の議論に対し日本の現状を詳細に説明

し、可能な限り日本の技術も規格の中に取り入れた。 
５．まとめ 

 本稿では、運転状況記録装置の日本国内での現状と

課題について述べ、課題に対する回答として提案して

いた映像型記録装置が実用化されたので、その概要に

ついて紹介した。映像型記録装置については導入期間

がまだ短いが、今後多くの実績を積み導入各社の一助

となることを期待する。 
 また、運転状況記録装置の規格化については、「Part1
システム仕様」の欧州原案では盛り込まれていなかっ

た日本の仕様や考え方を数多く提案し、多くの日本案

に対し承認を得ることができている。これまでの経験

を活かし、「Part2 試験方法」の原案を日本から提出す

ることでイニシアチブを握ることはできたが、今後と

も各国の動向を注視しなければならない。 

参 考 文 献 

1) 国土交通省，鉄軌道輸送の安全にかかわる情報の公表につい

て，http://www.mlit. go.jp/tetudo/tetudo_tk8_000001.html 
2) 水間毅，山口知宏，吉永純，伊藤昇，竹内俊裕，菊池実，運

転状況記録装置（映像型）の開発，鉄道技術連合シンポジウ

ム（J-Rail2006）講演論文集，pp.409-412（2006） 

 

 

 
 

８．鉄道の安全関連国際規格への対応と 
規格適合性認証について 

 
 

鉄道認証室   ※田代 維史 
 
 
 

１．はじめに 
我が国の鉄道に関する技術標準としては、国の「鉄

道に関する技術基準」、JIS（日本工業規格）、鉄道関

連の各種団体規格などがあり、これらが国内における

鉄道全体をカバーしてきた。各種鉄道製品のこれら標

準への適合性に関しては、先ずメーカー自身が製品の

技術文書中で規格準拠を宣言し、製品を受領する鉄道

事業者自らが製品受入れの妥当性判断を行う仕組み

となっている。 
一方、近年の海外市場ではこの仕組みが日本国内と

異なっている。図１の例の様に海外では、工業規格が

存在する製品の場合、規格適合性評価に基づく第三者

認証が受入れ条件として重視され、特に鉄道運行の安

全に直接関わる製品の場合、この条件は必須とされ

る。このように海外鉄道市場では安全関連規格に関す

る認証取得が重要性を増しており、欧州鉄道メーカー

は欧州域内の認証機関から認証を取得し、世界市場へ

の製品拡販を図っている。一方国内鉄道メーカーは、

上述の仕組みから日本に鉄道製品の認証機関が存在

しなかったため、海外市場における応札資格条件、あ

るいは納入後の稼働判断条件に規格適合性認証が求

められた場合、海外の認証機関に認証を依頼してき

た。 
しかし海外の認証機関を利用すると、鉄道安全に関

わる日欧の設計思想の違いの克服、外国語での対応、

地理的制約等によって、膨大な手間とコストがかかる

と言われている。なおかつ、安全関連規格群は製品安

全性の技術的仕様の妥当性と併せて、その仕様の達成

プロセスの妥当性を求めるため、規格適合性説明文書

の体系が我が国の上述の妥当性判断の仕組みに対応

した技術文書の体系と大きく異なっており、国内メー

カーは新たな技術文書体系を構築する必要に迫られ

ている。 

このような背景のもと、交通安全環境研究所では認

証機関を立ち上げ活動を開始した。 
本稿では、安全関連規格の歴史、構造と特徴、説明

文書の構成を述べ、交通安全環境研究所鉄道認証室の

認証機関としての活動を述べる。 
２．歴史的経緯 

日本の鉄道は、ダイヤ乱れの少なさや鉄道設備の信

頼性の高さにおいて世界最高水準にあるが、鉄道技術

の国際標準化と規格適合性認証では欧米がリードし

ている。 
欧州では、18 世紀から民間主体で認証事業が開始

され、20 世紀後半の欧州統合に合わせて域内規格の

統一が図られた。一方、米国では第二次世界大戦後、

軍事・宇宙分野で信頼性マネジメント技術が進展し、

アポロ計画などの成果が得られた。この技術と欧州で

生まれた設計安全性の概念が融合した結果、鉄道分野

では 1990 年代に、R：信頼性、A：アベイラビリティ、

M：保守性、S：安全性からなる RAMS 性能とその達

成プロセスのマネジメントを要求する通称 RAMS 規

格と呼ばれる欧州規格 EN 50126 が開発され、世界標

準の IEC 62278 となった。 
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図１ 海外鉄道プロジェクトの製品受入の仕組み例 
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図２に安全マネジメント規格と、関係する機関群の

構図を示す。安全マネジメント規格は、製品開発着手

の冒頭で、目標とする SIL（Safety Integrity Level：
安全性のレベル）を宣言させ、次に SIL を達成できた

マネジメントの証拠（文書や立会い監査）を要求し、

その証拠の妥当性の判断を中立・公平な第三者に委ね

ることを要求する。かつ、第三者性は SIL に応じて高

くなる様に規定されている。この仕掛けにより、いわ

ゆるフェイルセーフが要求される鉄道信号の様な設

備の場合、外部の認証機関からの認証を取得せざるを

得ない状況が作られている。安全マネジメント規格に

は、鉄道のような特定産業分野を対象とするのもの

と、分野横断的なものがあるが、いずれのものもこれ

まで欧州の標準化団体 CEN（欧州標準化委員会）と

CENELEC（欧州電気標準化委員会）が開発と管理を

行ってきた。かつ、規格を適用される製品の計画・設

計・製造等の各段階で関わるシステムインテグレータ

やコンサルタント、認証機関や試験機関もまた欧州勢

が主導権を握っている。 
以上の結果、安全関連規格の開発、規格対応コンサ

ルタントから規格適合性認証まで一貫して欧州勢が

主導権を持つ構図が生まれた。 

３．RAMS 規格の特徴 
一般に規格には、特定製品の技術仕様を定め、その

達成を要求するものと、目標達成業務のプロセスマネ

ジメントを要求するものがある。RAMS 規格の特徴

はこれらの要求を一体化したことと、鉄道製品の種別

を限定しないことである。すなわちこの規格は、任意

に選定された鉄道製品に関して、技術的 RAMS 仕様

を定め達成することと、達成プロセスマネジメントの

妥当性証明文書の作成を要求する（図３）。また達成

プロセスは、図４に示すように製品の構想段階から、

設計、製造、使用、廃棄までの全ライフサイクル段階

をカバーしなければならず、メーカーは製品のRAMS
性能達成のための活動（RAMS Activity）を各段階に

おいて規定し、実行の証拠を文書で説明しなければな

らない。各段階における活動とは、先ずその段階にお

いて達成されるべき要求事項を規定し、前段階からの

インプット（解析結果、試験検証の結果、参考情報等）

が揃っていることを確認し、要求事項を実現する業務

を実行し、その結果が妥当であることの「検証」を行

い、次段階へのアウトプット（次の段階へのインプッ

ト）を行うことである。 
ここでいう「検証」を一般通念としてみれば、次段

階に対する問題の有無を確かめることであるが、

RAMS 規格はさらに念入りな検証を求める。あたか

もデータ通信プロトコルの階層構造と同じ様に、14
の RAMS ライフサイクル段階を上位層、中位層、下

位層に分類する。通信プロトコルでいえば、例えばデ

ータ通信を行う２台のコンピュータに組み込まれた

プロトコルの各階層は、相手方の同位階層とは相互に

図４ システムライフサイクル 
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図２ 安全関連規格と関連機関の構図 

 

 

通信が完全に出来なければならないが、これに類似し

て RAMS 規格では、ライフサイクル第 2 段階（適用

範囲の定義）と第 10 段階（受入れ）を上位階層の組

と考え、第 2 段階で定義した仕様が満足されているか

否かを第 10 段階で検証することを求める。中位層で

は第 5 段階（安全要求の配分）と第 9 段階（機能と安

全性の検証）、下位層では第 6 段階（設計）と、第 7
段階（製造）のうちの出荷検査がそれぞれ検証すべき

組となる。RAMS 規格では次段階へのアウトプット

の検証を Verification、同階層内の組同士の検証を

Validation と呼んで区別し、かつ、両方の検証を合わ

せてV & V（Verification and Validation）という呼

称を用いることで、検証漏れは許さないという姿勢を

強調している。 
４．RAMS 文書 

一般にマネジメント規格では、製品の機能・性能の

規定、製品化過程の状況記録、修正管理、および要求

事項との整合の検証を、技術的および管理上の各側面

から文書化し管理することを Configuration 
management と呼ぶ。 RAMS 規格の運用において

Configuration management に対応する文書は

RAMS 文書と通称される。規格原文中の RAMS 
support documentation や System support 
documentation がこれに相当するが、どのような体系

の文書を作成すればよいのかを RAMS 規格自体は記

述していない。RAMS 規格には単に、適切な

Configuration management が達成されるべき、とい

う記載しかない。 
そこで参考となるのは IEC 61508 と EN 50129

（IEC 62425 の原案）である。前者は産業分野を問わ

ず E/E/PES （ Electric/Electronic/Programmable 
Electronic System；電気・電子・プログラマブル電

子システム）製品の安全性マネジメント規格であり、

後者は鉄道において保安レベル（いわゆるフェイルセ

ーフ）の安全に関係する電子装置の安全性マネジメン

ト規格である。 これら２つの規格は共に RAMS 性能

のうち S＝安全性に重点をおいているが、RAMS 規格

対応の文書体系に関する実用的例を提供している。 
前者はその参考付属文書に、安全性ライフサイクル

の全体をカバーする文書構造と、E/E/PES およびソ

フトウェアの安全性に関して記述することが望まし

い情報の事例を詳細にリストアップしている。また文

書の実体については、数種類の文書のセットであり、

個々の文書のタイトルの具体例を掲げている。文書セ

ットには、対象製品のライフサイクルの全ての局面を

カバーする完全セットのほか、規格を運用するユーザ

の立場（設計、製造、検証、保守・保全、運用）に応

じたセットがあり得ることや、文書の分類の仕方は対

象製品のシステム規模の大小に応じて選択してよい

ことを記載している。後者はさらに踏み込んで、強制

力のある規格本文中に、より具体的に文書の構成を提

示している。 
以上２つの規格はRAM性能に関する要求事項を明

示的に掲げてはいないが、例えば S＝安全性を、マル

コフ状態遷移図を用いた危険側故障率計算により数

値的に評価する場合、R＝信頼性と M＝保守性の数値

が、安全性と相関を持つことが示される。その際、A
＝アベイラビリティも同時に算出される。この様にこ

れら２つの規格の対象である安全性は、もともと

RAM 性能とも密接に結びついている。そのため、

RAMS 文書の体系としてこれらの規格の例を参照す

ることには合理性があるといえる。 
図５に RAMS 文書の構成例を示す。この例では、

文書全体の名称を RAMS Report とし、その下に７種

類の文書を配列している。このうち主要な２つの文

書、 Quality Management Report と Technical 
RAMS Report について、それらの内部の文書の構成

例を図示した。 
RAMS 文書の規格のユーザにとって最大の問題は

各文書の内容の記載方が判りにくいことである。この

主要な原因の一つは、ライフサイクルの段階毎に要求

される様々な RAMS Activity と、図５の様な実体文

書個々の内容を結びつける記述方に関するガイダン

スが明示されていないことである。これに関しては、

文書毎に全ての RAMS ライフサイクル段階が含まれ

ていると考えるべきである。すなわち図５に示す各文

書は、個々のライフサイクル段階において、ユーザが

その文書のタイトルに応じて行った活動（計画、設計、

レビュー、製造、検査、品質マネジメント等）を記載

するということである。 
もう一つの主要な原因は、従来作成してきた技術文

書（設計図書、検査報告等）と RAMS 文書の構成が

異なり、同一事項でも各文書に記載しなければなら

ず、かつ、図５の RAMS Report 中の Traceability 
report の作成への対応を行わなければならないこと

である。RAMS 規格が要求する Traceability の基本
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図２に安全マネジメント規格と、関係する機関群の

構図を示す。安全マネジメント規格は、製品開発着手

の冒頭で、目標とする SIL（Safety Integrity Level：
安全性のレベル）を宣言させ、次に SIL を達成できた

マネジメントの証拠（文書や立会い監査）を要求し、

その証拠の妥当性の判断を中立・公平な第三者に委ね

ることを要求する。かつ、第三者性は SIL に応じて高

くなる様に規定されている。この仕掛けにより、いわ

ゆるフェイルセーフが要求される鉄道信号の様な設

備の場合、外部の認証機関からの認証を取得せざるを

得ない状況が作られている。安全マネジメント規格に

は、鉄道のような特定産業分野を対象とするのもの

と、分野横断的なものがあるが、いずれのものもこれ

まで欧州の標準化団体 CEN（欧州標準化委員会）と

CENELEC（欧州電気標準化委員会）が開発と管理を

行ってきた。かつ、規格を適用される製品の計画・設

計・製造等の各段階で関わるシステムインテグレータ

やコンサルタント、認証機関や試験機関もまた欧州勢

が主導権を握っている。 
以上の結果、安全関連規格の開発、規格対応コンサ

ルタントから規格適合性認証まで一貫して欧州勢が

主導権を持つ構図が生まれた。 

３．RAMS 規格の特徴 
一般に規格には、特定製品の技術仕様を定め、その

達成を要求するものと、目標達成業務のプロセスマネ

ジメントを要求するものがある。RAMS 規格の特徴

はこれらの要求を一体化したことと、鉄道製品の種別

を限定しないことである。すなわちこの規格は、任意

に選定された鉄道製品に関して、技術的 RAMS 仕様

を定め達成することと、達成プロセスマネジメントの

妥当性証明文書の作成を要求する（図３）。また達成

プロセスは、図４に示すように製品の構想段階から、

設計、製造、使用、廃棄までの全ライフサイクル段階

をカバーしなければならず、メーカーは製品のRAMS
性能達成のための活動（RAMS Activity）を各段階に

おいて規定し、実行の証拠を文書で説明しなければな

らない。各段階における活動とは、先ずその段階にお

いて達成されるべき要求事項を規定し、前段階からの

インプット（解析結果、試験検証の結果、参考情報等）

が揃っていることを確認し、要求事項を実現する業務

を実行し、その結果が妥当であることの「検証」を行

い、次段階へのアウトプット（次の段階へのインプッ

ト）を行うことである。 
ここでいう「検証」を一般通念としてみれば、次段

階に対する問題の有無を確かめることであるが、

RAMS 規格はさらに念入りな検証を求める。あたか

もデータ通信プロトコルの階層構造と同じ様に、14
の RAMS ライフサイクル段階を上位層、中位層、下

位層に分類する。通信プロトコルでいえば、例えばデ

ータ通信を行う２台のコンピュータに組み込まれた

プロトコルの各階層は、相手方の同位階層とは相互に

図４ システムライフサイクル 

製品規格 プロセス規格
製品の技術仕様製品の技術仕様 業務プロセスの説明責任業務プロセスの説明責任

（ISO 9001等）（大多数の既存規格）

IEC 62278 (EN 50126)
（合体）

文
書
化
要
求

仕
様
達
成
要
求

ＲＡＭＳ性能仕様とその達成証明文書を要求
且つ、

対象鉄道製品の限定無し

図３ RAMS 規格の要求 

SILの宣言を要求

SIL達成の証拠を要求

SIL達成判定の
第三者性を要求
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欧州主導

安全規格

欧州主導

欧州主導

図２ 安全関連規格と関連機関の構図 

 

 

通信が完全に出来なければならないが、これに類似し

て RAMS 規格では、ライフサイクル第 2 段階（適用

範囲の定義）と第 10 段階（受入れ）を上位階層の組

と考え、第 2 段階で定義した仕様が満足されているか

否かを第 10 段階で検証することを求める。中位層で

は第 5 段階（安全要求の配分）と第 9 段階（機能と安

全性の検証）、下位層では第 6 段階（設計）と、第 7
段階（製造）のうちの出荷検査がそれぞれ検証すべき

組となる。RAMS 規格では次段階へのアウトプット

の検証を Verification、同階層内の組同士の検証を

Validation と呼んで区別し、かつ、両方の検証を合わ

せてV & V（Verification and Validation）という呼

称を用いることで、検証漏れは許さないという姿勢を

強調している。 
４．RAMS 文書 

一般にマネジメント規格では、製品の機能・性能の

規定、製品化過程の状況記録、修正管理、および要求

事項との整合の検証を、技術的および管理上の各側面

から文書化し管理することを Configuration 
management と呼ぶ。 RAMS 規格の運用において

Configuration management に対応する文書は

RAMS 文書と通称される。規格原文中の RAMS 
support documentation や System support 
documentation がこれに相当するが、どのような体系

の文書を作成すればよいのかを RAMS 規格自体は記

述していない。RAMS 規格には単に、適切な

Configuration management が達成されるべき、とい

う記載しかない。 
そこで参考となるのは IEC 61508 と EN 50129

（IEC 62425 の原案）である。前者は産業分野を問わ

ず E/E/PES （ Electric/Electronic/Programmable 
Electronic System；電気・電子・プログラマブル電

子システム）製品の安全性マネジメント規格であり、

後者は鉄道において保安レベル（いわゆるフェイルセ

ーフ）の安全に関係する電子装置の安全性マネジメン

ト規格である。 これら２つの規格は共に RAMS 性能

のうち S＝安全性に重点をおいているが、RAMS 規格

対応の文書体系に関する実用的例を提供している。 
前者はその参考付属文書に、安全性ライフサイクル

の全体をカバーする文書構造と、E/E/PES およびソ

フトウェアの安全性に関して記述することが望まし

い情報の事例を詳細にリストアップしている。また文

書の実体については、数種類の文書のセットであり、

個々の文書のタイトルの具体例を掲げている。文書セ

ットには、対象製品のライフサイクルの全ての局面を

カバーする完全セットのほか、規格を運用するユーザ

の立場（設計、製造、検証、保守・保全、運用）に応

じたセットがあり得ることや、文書の分類の仕方は対

象製品のシステム規模の大小に応じて選択してよい

ことを記載している。後者はさらに踏み込んで、強制

力のある規格本文中に、より具体的に文書の構成を提

示している。 
以上２つの規格はRAM性能に関する要求事項を明

示的に掲げてはいないが、例えば S＝安全性を、マル

コフ状態遷移図を用いた危険側故障率計算により数

値的に評価する場合、R＝信頼性と M＝保守性の数値

が、安全性と相関を持つことが示される。その際、A
＝アベイラビリティも同時に算出される。この様にこ

れら２つの規格の対象である安全性は、もともと

RAM 性能とも密接に結びついている。そのため、

RAMS 文書の体系としてこれらの規格の例を参照す

ることには合理性があるといえる。 
図５に RAMS 文書の構成例を示す。この例では、

文書全体の名称を RAMS Report とし、その下に７種

類の文書を配列している。このうち主要な２つの文

書、 Quality Management Report と Technical 
RAMS Report について、それらの内部の文書の構成

例を図示した。 
RAMS 文書の規格のユーザにとって最大の問題は

各文書の内容の記載方が判りにくいことである。この

主要な原因の一つは、ライフサイクルの段階毎に要求

される様々な RAMS Activity と、図５の様な実体文

書個々の内容を結びつける記述方に関するガイダン

スが明示されていないことである。これに関しては、

文書毎に全ての RAMS ライフサイクル段階が含まれ

ていると考えるべきである。すなわち図５に示す各文

書は、個々のライフサイクル段階において、ユーザが

その文書のタイトルに応じて行った活動（計画、設計、

レビュー、製造、検査、品質マネジメント等）を記載

するということである。 
もう一つの主要な原因は、従来作成してきた技術文

書（設計図書、検査報告等）と RAMS 文書の構成が

異なり、同一事項でも各文書に記載しなければなら

ず、かつ、図５の RAMS Report 中の Traceability 
report の作成への対応を行わなければならないこと

である。RAMS 規格が要求する Traceability の基本
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は、ライフサイクルの第 1 段階から第 5 段階の間に発

生した要求事項が後のライフサイクル段階での検証

事項と完全にリンクされていることを記述すること

である。上述の様に RAMS 文書体系では、同じ事項

を複数の文書に記載することが生じるため、一つの事

項に関してトレースすべきリンクが複数必要となる。

さらに RAMS 規格は、ライフサイクルのある段階で

RAMS 性能達成上の不具合が発覚した場合、その原

因を最初に作り込んだ段階に戻って対策すること（フ

ィードバック）、およびその顛末をすべて記録するこ

とを要求する。一般的に、ライフサイクル第 7 段階（製

造）において仕様項目数が最大に達し、その後の段階

では検証事項としてまとめられるため、リンク数が減

じてゆく。複雑なシステム製品の場合、このリンクを

管理する Traceability report 文書は巨大なものとな

る。さらに、ライフサイクルの n+1 番目の段階へ後

段からのフィードバックすなわち不具合対策のため

の仕様変更が求められたとする。この変更が複数の文

書において新たな事項を生じ、あるいは既存の事項へ

の変更も生じ、ライフサイクルの後段へも波及してゆ

く。そのため、特に複数チームが開発に参加する規模

の製品の場合、トレーサビリティの管理は困難を極め

る。従ってトレーサビリティに関しては、有効で、か

つ、管理可能な記録方法の工夫が必要である。 

５．交通安全環境研究所における規格適合性認証活動 
このように海外市場向けの、安全関連規格への適合

性説明文書の作成にはかなりの労力を必要とし、か

つ、第 1 章に述べた様に、認証取得のための困難な条

件があるため、これらの解決が強く望まれていた。 
そのため、平成 20 年 6 月 19 日の交通政策審議会

陸上交通分科会鉄道部会の提言を受け、国土交通省鉄

道局、鉄道総合技術研究所を事務局とする鉄道技術標

準化調査検討会において平成22年3月、「鉄道認証機

関設立検討ワーキンググループ」が設置され、交通安

全環境研究所を予定認証機関として対応の検討が行

われた。その結果に基づき平成 23 年 4 月、交通安全

環境研究所鉄道認証室が開設された。認証対象規格は

上記「ワーキンググループ」によって選定された、海

外でニーズの高い５規格（表１）である。これらのう

ち、信号用安全関連電子装置に関する IEC 62425（通

称、セーフティケース規格）に関して平成 24 年 9 月

6 日、交通安全環境研究所鉄道認証室は独立行政法人

製品評価技術基盤機構（NITE）認定センターより鉄

道分野の製品認証機関として認定を取得した。認定後

これまでに、この規格を適用した信号関連製品に対し

５件の認証書を交付している。 

今後は他の 4 規格についての認定取得を目指すと

共に、交通安全環境研究所鉄道認証室の開設時に適用

した、認証機関が準拠すべき規準である ISO/IEC 
Guide65 が昨年、ISO/IEC 17065 として国際規格と

なり、併せてその内容が改訂されているため、これに

適合する認証業務体系への移行を進める予定である。 
６．まとめ 

安全関連規格の歴史、構造と特徴、説明文書の構成

を述べ、交通研鉄道認証室の認証機関活動について紹

介した。 
交通安全環境研究所では、公正・中立の立場から国

際規格適合性認証を実施することを通じて、日本の鉄

道システムの海外展開や鉄道技術の維持・発展に貢献

していきたいと考えており、当研究所の認証システム

をご活用頂ければ幸いである。引き続き関係各位の御

指導、ご支援をお願いしたい。 

1

2. 正常動作の保証

1. 概要

RAMS性能の技術的報告

3. 故障の影響

4. 外部影響時の運用

5. RAMS性能に影響する使用条件

6. RAMS品質確認試験

RAMS報告書

2. 品質管理報告

1. 対象製品の定義

3. RAMS性能管理報告

4. RAMS性能の技術的報告

5. RAMS性能に影響する関連事項

6. 不具合対応システム

7. 不具合管理報告

2. 内部審査計画

1. RAMS活動体制

品質管理報告

3. 外部調達先管理計画

図５ RAMS 文書体系例 

表１ 認証対象規格と認定取得規格 

No.
IEC規格番号

（原案の欧州規格）
規格の概要

1 IEC 62278

（EN 50126）

対象製品種別を限定せず、対象鉄道製品のR（信
頼性）、A（アベイラビリティ）、M（保守性）、
S（安全）に関する目標の設定、目標達成の証拠
と達成プロセスの証拠の提示をライフサイクルの
各段階毎に要求

2 IEC 62425

(EN50129)

IEC 62278の考え方をベースに、安全に関係する
鉄道用の装置、システムの安全性証明手続きを詳
細に規定

3 IEC 62279

（EN 50128）

安全に関係する鉄道用のソフトウェアの、要求さ
れる保安度に応じて開発条件を規定

4 IEC 62280-1,2

(EN50159-1,2)

安全に関係する鉄道用のデータ伝送に関するシス
テム構成、手順を規定。IEC 62280-1は閉鎖通信
系、IEC 62280-2は開放通信系が対象

5 IEC 62236-1～5

（EN 50121-1～5 ）

鉄道向けEMC（電磁両立性）規格

No.
IEC規格番号

（原案の欧州規格）
規格の概要

1 IEC 62278

（EN 50126）

対象製品種別を限定せず、対象鉄道製品のR（信
頼性）、A（アベイラビリティ）、M（保守性）、
S（安全）に関する目標の設定、目標達成の証拠
と達成プロセスの証拠の提示をライフサイクルの
各段階毎に要求

2 IEC 62425

(EN50129)

IEC 62278の考え方をベースに、安全に関係する
鉄道用の装置、システムの安全性証明手続きを詳
細に規定

3 IEC 62279

（EN 50128）

安全に関係する鉄道用のソフトウェアの、要求さ
れる保安度に応じて開発条件を規定

4 IEC 62280-1,2

(EN50159-1,2)

安全に関係する鉄道用のデータ伝送に関するシス
テム構成、手順を規定。IEC 62280-1は閉鎖通信
系、IEC 62280-2は開放通信系が対象

5 IEC 62236-1～5

（EN 50121-1～5 ）

鉄道向けEMC（電磁両立性）規格

2012年9月
認定取得


